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 「第１１回東海三県小児在宅医療研究会」の開催について 

 

平素より県の障がい福祉施策の推進に御理解と御協力を賜り、御礼申し上げます。 

標記の件につきまして、岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課から別添案内チラシのとお

り開催の案内がありましたので、お知らせします。 

なお、本研究会に関するお問合わせは、別添案内チラシに記載の窓口までお願いいたしま

す。 
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